
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　 移動通信端末と、
　 移動通信端末に対して所定の遠隔制御を行う遠隔
制御装置とを備えてなる移動通信端末遠隔制御システムであって、
　前記遠隔制御装置は、
　 前記移動通信端末の を遠隔制御によって停止させるた
めの遠隔制御用データを 前記移動通信端末へ送信する構成とされ、
　前記移動通信端末は、
　 遠隔制御用データが予め記憶されている記憶部と、
　前記遠隔制御装置から送信された を受信する受信部と、
　

を判定し、一致したとき、自端末の を停止
を備えてなることを特徴とする移動通信端末遠隔制御システム。

【請求項２】
　 移動通信端末と、
　受け持ちの小ゾーン内で前記移動通信端末と通信を行う無線基地局と、
　 無線基地局を介して前記移動通信端末に対して所
定の遠隔制御を行う遠隔制御装置とを備えてなる移動通信端末遠隔制御システムであって
、
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　前記遠隔制御装置は、
　 前記移動通信端末の を遠隔制御によって停止させるた
めの遠隔制御用データを 前記無線基地局を介して前記移動通信端末へ送信する構
成とされ、
　前記移動通信端末は、
　 遠隔制御用データが予め記憶されている第１の記憶部と、
　 利用者の秘匿希望情報を記憶する第２の記憶部と、
　前記遠隔制御装置から前記無線基地局を介して送信された を受信する受信部と、
　

を判定し、一致したとき、前記第２の記憶部に記憶さ
れている前記秘匿希望情報をマスク 制御部とを
備えてなることを特徴とする移動通信端末遠隔制御システム。
【請求項３】
　前記遠隔制御用データは、
　前記遠隔制御装置のネットワークアドレスを表すメール送信元アドレス、利用者が前記
遠隔制御装置から送信するメール件名、及び前記利用者が設定したパスワードから構成さ
れていることを特徴とする請求項１又は２記載の移動通信端末遠隔制御システム。
【請求項４】
　前記遠隔制御用データは、
　前記移動通信端末の利用者によって任意に変更されることを特徴とする請求項１、２又
は３記載の移動通信端末遠隔制御システム。
【請求項５】
　前記遠隔制御装置は、
　前記遠隔制御用データを暗号化して送信する構成とされ、かつ、
　前記移動通信端末の前記制御部は、
　前記遠隔制御装置から送信された前記遠隔制御用データを復号する構成とされているこ
とを特徴とする請求項１、２、３又は４記載の移動通信端末遠隔制御システム。
【請求項６】
　 遠隔制御装置から送信された遠隔制御用データを受信するこ
とによって が停止する移動通信端末であって、
　前記遠隔制御用データが予め記憶されている記憶部と、
　前記遠隔制御装置から送信された を受信する受信部と、
　

を判定し、一致したとき、自端末の を停止
を備えてなることを特徴とする移動通信端末。

【請求項７】
　 遠隔制御装置から無線基地局を介して送信された遠隔制御用
データを受信することによって一部の動作が停止する移動通信端末であって、
　前記遠隔制御用データが予め記憶されている第１の記憶部と、
　利用者の秘匿希望情報を記憶する第２の記憶部と、
　前記遠隔制御装置から前記無線基地局を介して送信された を受信する受信部と、
　

を判定し、一致したとき、前記第２の記憶部に記憶さ
れている前記秘匿希望情報をマスク 制御部とを
備えてなることを特徴とする移動通信端末。
【請求項８】
　前記遠隔制御用データは、
　前記遠隔制御装置のネットワークアドレスを表すメール送信元アドレス、利用者が前記
遠隔制御装置から送信するメール件名、及び前記利用者が設定したパスワードから構成さ
れていることを特徴とする請求項 記載の移動通信端末。
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【請求項９】
　前記遠隔制御用データは、
　前記移動通信端末の利用者によって任意に変更されることを特徴とする請求項

記載の移動通信端末。
【請求項１０】
　前記遠隔制御装置から送信される前記遠隔制御用データは暗号化され、前記制御部は、
前記遠隔制御装置から送信された前記遠隔制御用データを復号する構成とされていること
を特徴とする請求項 記載の移動通信端末。
【請求項１１】
　 移動通信端末と、
　 移動通信端末に対して所定の遠隔制御を行う遠隔
制御装置とを備えてなる移動通信端末遠隔制御システムにおいて、
　前記移動通信端末が、自端末の を遠隔制御によって停止 るための遠隔制
御用データを予め記憶する記憶処理と、
　前記遠隔制御装置が、 を 前記移動通信端末へ送信する遠
隔制御用データ送信処理と、
　前記移動通信端末が、
　前記遠隔制御装置から送信された を受信する 受信処理と、
　

を判定し、一致したとき、 自端末の を停
止 動作停止処理とを行うことを特徴とする遠隔制御方法。
【請求項１２】
　 移動通信端末と、
　受け持ちの小ゾーン内で前記移動通信端末と通信を行う無線基地局と、
　 無線基地局を介して前記移動通信端末に対して所
定の遠隔制御を行う遠隔制御装置とを備えてなる移動通信端末遠隔制御システムにおいて
、
　前記移動通信端末が、自端末の を遠隔制御によって停止 るための遠隔制
御用データを予め記憶する第１の記憶処理と、
　前記遠隔制御装置が、 を 前記無線基地局を介して前記移
動通信端末へ送信する遠隔制御用データ送信処理と、
　前記移動通信端末が、
　利用者の秘匿希望情報を記憶する第２の記憶処理と、
　前記遠隔制御装置から前記無線基地局を介して送信された を受信する 受信
処理と、
　

を判定し、一致したとき、前記第２の記憶部に記憶さ
れている前記秘匿希望情報をマスク マスク
処理とを行うことを特徴とする遠隔制御方法。
【請求項１３】
　前記遠隔制御用データは、
　前記遠隔制御装置のネットワークアドレスを表すメール送信元アドレス、利用者が前記
遠隔制御装置から送信するメール件名、及び前記利用者が設定したパスワードから構成さ
れていることを特徴とする請求項 記載の遠隔制御方法。
【請求項１４】
　前記遠隔制御用データは、
　前記移動通信端末の利用者によって任意に変更されることを特徴とする請求項

記載の遠隔制御方法。
【請求項１５】
　前記遠隔制御用データ送信処理では、前記遠隔制御装置が、前記遠隔制御用データを暗

10

20

30

40

50

(3) JP 4026397 B2 2007.12.26

６、７又
は８

６、７、８又は９

メール送受信機能を有する
同じくメール送受信機能を有し、前記

一部の動作 させ

前記遠隔制御用データ メールで

メール メール
前記受信部で受信された前記メールの内容が、前記記憶部に記憶されている前記遠隔制

御用データと一致するか否か 前記 前記一部の動作
させる

メール送受信機能を有する

同じくメール送受信機能を有し、前記

一部の動作 させ

前記遠隔制御用データ メールで

メール メール

前記受信部で受信された前記メールの内容が、前記第１の記憶部に記憶されている前記
遠隔制御用データと一致するか否か

して前記自端末の前記一部の動作を停止させる

１１又は１２

１１、１
２又は１３



号化して送信し、かつ、
　遠隔制御用データ受信処理では、前記移動通信端末の前記制御部が、前記遠隔制御装置
から送信された前記遠隔制御用データを復号することを特徴とする請求項

記載の遠隔制御方法。
【請求項１６】
　コンピュータに請求項１乃至 記載の移動通信端末遠隔制御システム
の機能を実現させるための遠隔制御プログラム。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
この発明は、移動通信端末遠隔制御システム、移動通信端末、遠隔制御方法、及び遠隔制
御プログラムに係り、例えば、利用者の個人データなどを移動通信端末の内部に記憶させ
る場合に用いて好適な移動通信端末遠隔制御システム、移動通信端末、遠隔制御方法、及
び遠隔制御プログラムに関する。
【０００２】
【従来の技術】
携帯電話機やＰＨＳ（ Personal Handyphone System）などの移動通信端末では、その機能
の増加に伴い、たとえば受信したメール、利用者が作成した電話帳やメールアドレスなど
、利用者の重要な個人データが記憶されることが多くなっている。
【０００３】
この種の携帯電話機は、従来では例えば図４に示すように、アンテナ１と、送受信部２と
、制御部３と、操作部４と、送話部（マイクロホン）５と、受話部（スピーカ）６と、Ｒ
ＯＭ (Read Only Memory)７と、ＲＡＭ (Random Access Memory)８と、表示部９とから構成
されている。アンテナ１は、無線電波の送受信を行う。送受信部２は、音声やデータを変
調してアンテナ１を介して無線電波として送信し、かつ無線電波を同アンテナ１を介して
受信して音声やデータに復調する。制御部３は、この携帯電話機全体を制御する。操作部
４は、送信ボタン、英字／カナ／漢字／数字の変換ボタン、電源のオン／オフボタン、カ
ーソル操作を行うための十文字ボタン、及び終了ボタンなどから構成されている。送話部
５は、利用者の音声を電気信号に変換する。受話部６は、復調された音声を利用者に伝達
する。ＲＯＭ７は、制御部４を動作させるための制御プログラムを記録すると共に、表示
部９に表示するための文字情報やイラスト情報を格納する。ＲＡＭ８は、操作部４で生成
された入力データ（たとえば、電話帳、メールアドレスなど）や送受信部２で受信された
メールなどを格納する。
【０００４】
この携帯電話機では、図示しない無線基地局から送信された無線電波がアンテナ１を介し
て送受信部２で受信され、音声やデータに復調される。復調された音声は受話部６を介し
て利用者に伝達され、復調されたデータが表示部９に表示される。また、復調されたデー
タがメールである場合、ＲＡＭ８に格納される。また、操作部４で電話帳やメールアドレ
スなどが生成された場合には、ＲＡＭ８に格納され、同操作部４でメールが作成された場
合には、送受信部２及びアンテナ１を介して無線基地局へ送信される。
【０００５】
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら、上記従来の携帯電話機では、次のような問題点があった。
すなわち、携帯電話機の普及に伴い、同携帯電話機の紛失が増加している。このため、Ｒ
ＡＭ８に格納されている電話帳やメールアドレスのデータが拾得者によって不法に使用さ
れ、同データを悪用した悪戯などが発生するという問題点がある。この場合の対策として
は、従来では、紛失した携帯電話機に対して発呼して拾得者に返却を依頼するか、又は電
話事業者に依頼して同携帯電話機による通信を停止するという方法がとられていた。例え
ば、ＴＤＭＡ（ Time Devision Multiple Access 、時分割多重接続）方式の場合、通信を
停止したい携帯電話機に割り当てられた時間帯のチャネルがマスクされる。ところが、電
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話事業者に依頼する場合、携帯電話機の電話やメールなどの通信機能を停止することはで
きるが、ＲＡＭ８に格納されている電話帳やメールアドレスのデータを秘匿することがで
きないという問題点がある。このため、同データを悪用した悪戯などに対しては、有効な
対策がないという問題点がある。
【０００６】
この発明は、上述の事情に鑑みてなされたもので、電話事業者に依頼せずに、内部に格納
されている電話帳やメールアドレスのデータを秘匿することができる移動通信端末遠隔制
御システム、移動通信端末、遠隔制御方法、及び遠隔制御プログラムを提供することを目
的としている。
【０００７】
【課題を解決するための手段】
　上記課題を解決するため、請求項１記載の発明は、 移動通信
端末と、 移動通信端末に対して所定の遠隔制御を行
う遠隔制御装置とを備えてなる移動通信端末遠隔制御システムに係り、前記遠隔制御装置
が、 前記移動通信端末の を遠隔制御によって停止させる
ための遠隔制御用データを 前記移動通信端末へ送信する構成とされ、前記移動通
信端末が、 遠隔制御用データが予め記憶されている記憶部と、前記遠隔制御装置から
送信された を受信する受信部と、

を判定し、一致したと
き、自端末の を停止 を備えてなることを特徴としている。
【０００８】
　請求項２記載の発明は、 移動通信端末と、受け持ちの小ゾー
ン内で前記移動通信端末と通信を行う無線基地局と、

無線基地局を介して前記移動通信端末に対して所定の遠隔制御を行う遠隔制御装置とを
備えてなる移動通信端末遠隔制御システムに係り、前記遠隔制御装置が、

前記移動通信端末の を遠隔制御によって停止させるための遠隔制御用デ
ータを 前記無線基地局を介して前記移動通信端末へ送信する構成とされ、前記移
動通信端末が、 遠隔制御用データが予め記憶されている第１の記憶部と、 利用者
の秘匿希望情報を記憶する第２の記憶部と、前記遠隔制御装置から前記無線基地局を介し
て送信された を受信する受信部と、

を判定し、一
致したとき、前記第２の記憶部に記憶されている前記秘匿希望情報をマスク

制御部とを備えてなることを特徴としている。
【０００９】
請求項３記載の発明は、請求項１又は２記載の移動通信端末遠隔制御システムに係り、前
記遠隔制御用データは、前記遠隔制御装置のネットワークアドレスを表すメール送信元ア
ドレス、利用者が前記遠隔制御装置から送信するメール件名、及び前記利用者が設定した
パスワードから構成されていることを特徴としている。
【００１０】
請求項４記載の発明は、請求項１、２又は３記載の移動通信端末遠隔制御システムに係り
、前記遠隔制御用データは、前記移動通信端末の利用者によって任意に変更されることを
特徴としている。
【００１１】
請求項５記載の発明は、請求項１、２、３又は４記載の移動通信端末遠隔制御システムに
係り、前記遠隔制御装置は、前記遠隔制御用データを暗号化して送信する構成とされ、か
つ、前記移動通信端末の前記制御部は、前記遠隔制御装置から送信された前記遠隔制御用
データを復号する構成とされていることを特徴としている。
【００１３】
　また、請求項 記載の発明は、 遠隔制御装置から送信された
遠隔制御用データを受信することによって が停止する移動通信端末に係り、前
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記遠隔制御用データが予め記憶されている記憶部と、前記遠隔制御装置から送信された
を受信する受信部と、

を判定し、一致したとき、自端末の
を停止 を備えてなることを特徴としている。

【００１４】
　また、請求項 記載の発明は、 遠隔制御装置から無線基地局
を介して送信された遠隔制御用データを受信することによって一部の動作が停止する移動
通信端末に係り、前記遠隔制御用データが予め記憶されている第１の記憶部と、利用者の
秘匿希望情報を記憶する第２の記憶部と、前記遠隔制御装置から前記無線基地局を介して
送信された を受信する受信部と、

を判定し、一致
したとき、前記第２の記憶部に記憶されている前記秘匿希望情報をマスク

制御部とを備えてなることを特徴としている。
【００１５】
　また、請求項 記載の発明は、請求項 記載の移動通信端末に係り、前記遠隔制
御用データが、前記遠隔制御装置のネットワークアドレスを表すメール送信元アドレス、
利用者が前記遠隔制御装置から送信するメール件名、及び前記利用者が設定したパスワー
ドから構成されていることを特徴としている。
【００１６】
　請求項 記載の発明は、請求項 記載の移動通信端末に係り、前記遠隔制御
用データが、前記移動通信端末の利用者によって任意に変更されることを特徴としている
。
【００１７】
　また、請求項 記載の発明は、請求項 記載の移動通信端末に係り、
前記遠隔制御装置から送信される前記遠隔制御用データは暗号化され、前記制御部が、前
記遠隔制御装置から送信された前記遠隔制御用データを復号する構成とされていることを
特徴としている。
【００１９】
　また、請求項 記載の発明は、 移動通信端末と、

移動通信端末に対して所定の遠隔制御を行う遠隔制御装置と
を備えてなる移動通信端末遠隔制御システムにて用いられる遠隔制御方法に係り、前記移
動通信端末が、自端末の を遠隔制御によって停止 るための遠隔制御用デー
タを予め記憶する記憶処理と、前記遠隔制御装置が、 を 前
記移動通信端末へ送信する遠隔制御用データ送信処理と、前記移動通信端末が、前記遠隔
制御装置から送信された を受信する 受信処理と、

を判定し、一致したとき、 自端末の を停止 動作停止処理とを行
うことを特徴としている。
【００２０】
　また、請求項 記載の発明は、 移動通信端末と、受け持ち
の小ゾーン内で前記移動通信端末と通信を行う無線基地局と、

無線基地局を介して前記移動通信端末に対して所定の遠隔制御を行う遠隔制御
装置とを備えてなる移動通信端末遠隔制御システムにて用いられる遠隔制御方法に係り、
前記移動通信端末が、自端末の を遠隔制御によって停止 るための遠隔制御
用データを予め記憶する第１の記憶処理と、前記遠隔制御装置が、
を 前記無線基地局を介して前記移動通信端末へ送信する遠隔制御用データ送信処
理と、前記移動通信端末が、利用者の秘匿希望情報を記憶する第２の記憶処理と、前記遠
隔制御装置から前記無線基地局を介して送信された を受信する 受信処理と、

を判定し、一致したとき、前記第２の記憶部に記憶され
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メ
ール 前記受信部で受信された前記メールの内容が、前記記憶部に記
憶されている前記遠隔制御用データと一致するか否か
前記一部の動作 させる制御部と

７ メール送受信機能を有する

メール 前記受信部で受信された前記メールの内容が、前
記第１の記憶部に記憶されている前記遠隔制御用データと一致するか否か

して自端末の前
記一部の動作を停止させる

８ ６又は７

９ ６、７又は８

１０ ６、７、８又は９

１１ メール送受信機能を有する 同じくメ
ール送受信機能を有し、前記

一部の動作 させ
前記遠隔制御用データ メールで

メール メール 前記受信部で受信された前
記メールの内容が、前記記憶部に記憶されている前記遠隔制御用データと一致するか否か

前記 前記一部の動作 させる

１２ メール送受信機能を有する
同じくメール送受信機能を

有し、前記

一部の動作 させ
前記遠隔制御用データ

メールで

メール メール
前記受信部で受信された前記メールの内容が、前記第１の記憶部に記憶されている前記遠
隔制御用データと一致するか否か



ている前記秘匿希望情報をマスク マスク処
理とを行うことを特徴としている。
【００２１】
　また、請求項 記載の発明は、請求項 記載の遠隔制御方法に係り、前記
遠隔制御用データが、前記遠隔制御装置のネットワークアドレスを表すメール送信元アド
レス、利用者が前記遠隔制御装置から送信するメール件名、及び前記利用者が設定したパ
スワードから構成されていることを特徴としている。
【００２２】
　また、請求項 記載の発明は、請求項 記載の遠隔制御方法に係り
、前記遠隔制御用データが、前記移動通信端末の利用者によって任意に変更されることを
特徴としている。
【００２３】
　また、請求項 記載の発明は、請求項 記載の遠隔制御方法
に係り、前記遠隔制御用データ送信処理では、前記遠隔制御装置が、前記遠隔制御用デー
タを暗号化して送信し、かつ、遠隔制御用データ受信処理では、前記移動通信端末の前記
制御部が、前記遠隔制御装置から送信された前記遠隔制御用データを復号することを特徴
としている。
【００２４】
　また、請求項 記載の発明は、遠隔制御プログラムに係り、コンピュータに請求項１
乃至 記載の移動通信端末遠隔制御システムの機能を実現させることを
特徴としている。
【００２５】
【発明の実施の形態】
以下、図面を参照して、この発明の実施の形態について説明する。
図１は、この発明の実施形態である移動通信端末遠隔制御システムの電気的構成を示すブ
ロック図である。
この形態の移動通信端末遠隔制御システムは、同図に示すように、携帯電話機１０と、無
線基地局２０と、加入者交換局３０と、遠隔制御装置４０とから構成されている。無線基
地局２０は、受け持ちの小ゾーンＺ内で携帯電話機１０と通信を行う。加入者交換局３０
は、受け持ちの位置登録エリア内で無線基地局２０の受け持ちの小ゾーンＺに在圏する携
帯電話機１０の位置を常時把握して登録すると共に、同無線基地局２０を介して携帯電話
機１０と通信を行う。遠隔制御装置４０は、例えば携帯電話機やパーソナルコンピュータ
などで構成され、加入者交換局３０及び無線基地局２０を介して携帯電話機１０に対して
所定の遠隔制御を行う。特に、この実施形態では、遠隔制御装置４０は、携帯電話機１０
の一部の動作を遠隔制御によって停止させるための遠隔制御用データを加入者交換局３０
及び無線基地局２０を介して同携帯電話機１０へ送信する。
【００２６】
図２は、図１中の携帯電話機１０の電気的構成を示す概略のブロック図である。
この携帯電話機１０は、アンテナ１１と、送受信部１２と、制御部１３と、操作部１４と
、送話部（マイクロホン）１５と、受話部（スピーカ）１６と、ＲＯＭ１７と、ＲＡＭ１
８と、表示部１９と、専用二次電池１Ａと、バックアップ用電池１Ｂと、電池切替部１Ｃ
とから構成されている。アンテナ１１は、無線電波の送受信を行う。送受信部１２は、音
声やデータを変調してアンテナ１１を介して無線電波として無線基地局２０へ送信し、か
つ無線電波を同アンテナ１１を介して受信して音声やデータに復調する。この実施形態で
は、送受信部１２は、遠隔制御装置４０から加入者交換局３０及び無線基地局２０を介し
て送信された遠隔制御用データを受信する。
【００２７】
操作部１４は、送信ボタン、英字／カナ／漢字／数字の変換ボタン、電源のオン／オフボ
タン、カーソル操作を行うための十文字ボタン、及び終了ボタンなどから構成されている
。送話部１５は、利用者の音声を電気信号に変換する。受話部１６は、復調された音声を
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して前記自端末の前記一部の動作を停止させる

１３ １１又は１２

１４ １１、１２又は１３

１５ １１、１２、１３又は１４

１６
５のいずれか一つに



利用者に伝達する。ＲＯＭ１７は、制御部１４を動作させるための遠隔制御プログラムを
記録すると共に、表示部１９に表示するための文字情報やイラスト情報を記憶する。さら
に、ＲＯＭ１７には、携帯電話機１０の一部の動作を遠隔制御によって停止させるための
遠隔制御用データが予め記憶されている。遠隔制御用データは、たとえば、遠隔制御装置
４０のネットワークアドレスを表すメール送信元アドレス、利用者が遠隔制御装置４０か
ら送信するメール件名、及び同利用者が設定したパスワードから構成され、利用者によっ
て任意に変更されるものである。ＲＡＭ１８は、操作部１４で生成された入力データ（た
とえば、電話帳、メールアドレスなど）や送受信部１２で受信されたメールなど、利用者
の秘匿希望情報を記憶する。
【００２８】
制御部１３は、ＣＰＵ（中央処理装置）などで構成され、この携帯電話機全体を制御する
と共に、ＲＯＭ１７に記憶されている遠隔制御用データと、送受信部１２で受信された遠
隔制御用データとの一致／不一致を判定し、一致したとき、ＲＡＭ１８に記憶されている
秘匿希望情報をマスクする。表示部１９は、たとえばＬＣＤ（ Liquid Crystal Display）
やＥＬ（エレクトロルミネセンス）などで構成されている。専用二次電池１Ａは、携帯電
話機１０に専用に製作された着脱可能な二次電池であり、携帯電話機１０内の各部に電源
を供給する。バックアップ用電池１Ｂは、携帯電話機１０に内蔵され、取り外し不可能な
電池である。電池切替部１Ｃは、専用二次電池１Ａが放電又は外されたことを検出し、携
帯電話機１０の電源のオン状態／オフ状態に無関係に携帯電話機１０内の各部にバックア
ップ用電池１Ｂの起電力を供給する。
【００２９】
図３は、図１の移動通信端末遠隔制御システムの動作を説明するためのフローチャートで
ある。
この図３を参照して、この形態の遠隔制御方法の処理内容について説明する。携帯電話機
１０では、無線基地局２０から送信された無線電波がアンテナ１１を介して送受信部１２
で受信され、音声やデータに復調される。復調された音声は受話部１６を介して利用者に
伝達され、復調されたデータが表示部１９に表示される。また、復調されたデータがメー
ルである場合、ＲＡＭ１８に記憶される。また、携帯電話機１０が紛失した場合や盗難に
遭った場合に備えて、利用者は、操作部１４を操作することにより、遠隔制御用データを
入力する。この遠隔制御用データは、ＲＯＭ１７に記憶される（第１の記憶処理）。また
、操作部１４で電話帳やメールアドレス（利用者の秘匿希望情報）などが生成された場合
には、ＲＡＭ１８に記憶され（第２の記憶処理）、同操作部１４でメールが作成された場
合には、送受信部１２及びアンテナ１１を介して無線基地局２０へ送信される。
【００３０】
そして、携帯電話機１０がたとえば紛失し、動作を停止させたい場合、利用者は、遠隔制
御装置４０を操作することにより、同携帯電話機１０の一部の動作を遠隔制御によって停
止させるための遠隔制御用データを加入者交換局３０及び無線基地局２０を介して同携帯
電話機１０へ送信する（遠隔制御用データ送信処理）。遠隔制御装置４０から加入者交換
局３０及び無線基地局２０を介して送信された遠隔制御用データ（メール）は、携帯電話
機１０の送受信部１２で受信される（ステップＡ１、遠隔制御用データ受信処理）。制御
部１３では、前記第１の記憶処理でＲＯＭ１７に記憶された遠隔制御用データと送受信部
１２で受信された遠隔制御用データとの一致／不一致が判定される。
【００３１】
この場合、ＲＯＭ１７に記憶された遠隔制御用データのうちのメール送信元アドレスと送
受信部１２で受信された遠隔制御用データのうちのメール送信元アドレスとの一致／不一
致が判定される（ステップＡ２）。この判定結果が不一致を示す場合、通常のメール受信
処理が行われる（ステップＡ６）。この判定結果が一致を示す場合、ステップＡ３に進み
、ＲＯＭ１７に記憶された遠隔制御用データのうちのメール件名と送受信部１２で受信さ
れた遠隔制御用データのうちのメール件名との一致／不一致が判定される。この判定結果
が不一致を示す場合、通常のメール受信処理が行われる（ステップＡ６）。
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【００３２】
この判定結果が一致を示す場合、ステップＡ４に進み、ＲＯＭ１７に記憶された遠隔制御
用データのうちのパスワードと送受信部１２で受信された遠隔制御用データのうちのパス
ワードとの一致／不一致が判定される。この判定結果が不一致を示す場合、通常のメール
受信処理が行われる（ステップＡ６）。この判定結果が一致を示す場合、前記第２の記憶
処理でＲＡＭ１８に記憶された秘匿希望情報がマスクされ、使用禁止モードに設定される
（ステップＡ５、マスク処理）。
【００３３】
また、専用二次電池１Ａが放電又は拾得者などによって外された場合、電池切替部１Ｃに
よって検出され、バックアップ用電池１Ｂの起電力が携帯電話機１０内の各部に供給され
る。そして、上記と同様の各処理が行われる。
【００３４】
以上のように、この実施形態では、ＲＯＭ１７に記憶されている遠隔制御用データと、送
受信部１２で受信された遠隔制御用データとの一致／不一致を制御部１３で判定し、一致
したとき、ＲＡＭ１８に記憶されている秘匿希望情報をマスクするので、携帯電話機１０
が紛失した場合や盗難に遭った場合でも、遠隔操作で秘匿希望情報が保護される。さらに
、この遠隔操作は、現在の携帯電話機に標準的に搭載されているメール送受信機能を用い
ているので、特別なシステムを構築することなく実現できる。
【００３５】
以上、この発明の実施形態を図面により詳述してきたが、具体的な構成はこの実施形態に
限られるものではなく、この発明の要旨を逸脱しない範囲の設計の変更などがあってもこ
の発明に含まれる。
例えば、移動通信端末は、携帯電話機１０に限らず、たとえば、自動車電話や、携帯電話
機の機能を含むＰＤＡ（ Personal Digital Assistants ）などでも良い。また、遠隔制御
装置４０は、遠隔制御用データを暗号化して送信する構成とし、かつ、携帯電話機１０の
制御部１３は、遠隔制御装置４０から送信された遠隔制御用データを復号する構成として
も良い。
【００３６】
【発明の効果】
以上説明したように、この発明の構成によれば、第１の記憶部に記憶されている遠隔制御
用データと、受信部で受信された遠隔制御用データとの一致／不一致を制御部で判定し、
一致したとき、第２の記憶部に記憶されている秘匿希望情報をマスクするので、移動通信
端末が紛失した場合や盗難に遭った場合でも、遠隔操作で秘匿希望情報を保護できる。さ
らに、この遠隔操作は、現在の携帯電話機などの移動通信端末に標準的に搭載されている
メール送受信機能を用いているので、特別なシステムを構築することなく実現できる。
【図面の簡単な説明】
【図１】この発明の実施形態である移動通信端末遠隔制御システムの電気的構成を示すブ
ロック図である。
【図２】図１中の携帯電話機１０の電気的構成を示す概略のブロック図である。
【図３】図１の移動通信端末遠隔制御システムの動作を説明するためのフローチャートで
ある。
【図４】従来の携帯電話機の電気的構成を示すブロック図である。
【符号の説明】
１０　　　携帯電話機（移動通信端末）
１２　　　送受信部（受信部）
１３　　　制御部
１７　　　ＲＯＭ（記憶部、第１の記憶部）
１８　　　ＲＡＭ（第２の記憶部）
１Ａ　　　専用二次電池（第１の電源部）
１Ｂ　　　バックアップ用電池（第２の電源部）
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１Ｃ　　　電池切替部（第２の電源部）
２０　　　無線基地局
４０　　　遠隔制御装置

【 図 １ 】

【 図 ２ 】

【 図 ３ 】
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【 図 ４ 】
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